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（訂正）「平成28年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 

 

 

 

 当社は、平成28年５月12日15時に発表した「平成28年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に

ついて、一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。訂正箇所につきましては、

下線 を付して表示しております。なお、数値データについては、訂正はありません。 

 

記 

 

１．訂正の内容 

  ○添付資料 16ページ 

   ４．連結財務諸表 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（追加情報） 

 

  【訂正前】 

法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成

28年３月29日に国会で成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負

債の計算(但し、平成28年４月１日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、

前連結会計年度の33.0％から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年４月１日から平成

30年３月31日までのものは30.8％、平成30年４月１日以降のものについては30.5％にそれぞ

れ変更されております。 

    （後略） 

 

  【訂正後】 

法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成

28年３月29日に国会で成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負

債の計算(但し、平成28年４月１日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、

前連結会計年度の32.2％から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年４月１日から平成

30年３月31日までのものは30.8％、平成30年４月１日以降のものについては30.5％にそれぞ

れ変更されております。 

    （後略） 

 

 

２．訂正の理由 

  「平成28年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表後に記載の誤りがあることが判明し

ましたので、訂正いたします 

 

以 上  


